
（平成20年4月1日改定）　

Ａ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ｂ 前年度分区市町村民税非課税世帯 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ｃ１ 〃　均等割のみの世帯 2,100 1,050 210 1,400 700 140 1,400 700 140

Ｃ２ 〃　所得割5,000円未満世帯 2,600 1,300 260 2,200 1,100 220 2,200 1,100 220

Ｃ３ 〃　所得割5,000円以上世帯 3,400 1,700 340 2,900 1,450 290 2,800 1,400 280

Ｄ１ 前年分所得税1,700円未満の世帯 7,300 3,650 730 6,100 3,050 610 6,100 3,050 610

Ｄ２ 〃　  1,700円以上9,400円未満〃 9,000 4,500 900 8,000 4,000 800 7,800 3,900 780

Ｄ３ 〃　  9,400円以上16,700円未満〃 10,200 5,100 1,020 10,100 5,050 1,010 10,000 5,000 1,000

Ｄ４ 〃　 16,700円以上33,400円未満〃 16,800 8,400 1,680 11,900 5,950 1,190 11,800 5,900 1,180

Ｄ５ 〃 　33,400円以上50,000円未満〃 20,800 10,400 2,080 13,900 6,950 1,390 13,700 6,850 1,370

Ｄ６ 〃 　50,000円以上66,700円未満〃 23,500 11,750 2,350 15,600 7,800 1,560 15,500 7,750 1,550

Ｄ７ 〃 　66,700円以上83,400円未満〃 25,800 12,900 2,580 17,200 8,600 1,720 17,100 8,550 1,710

Ｄ８ 〃 　83,400円以上102,500円未満〃 27,800 13,900 2,780 18,500 9,250 1,850 18,400 9,200 1,840

Ｄ９ 〃　102,500円以上135,900円未満〃 30,000 15,000 3,000 19,900 9,950 1,990 19,600 9,800 1,960

Ｄ10 〃　135,900円以上169,200円未満〃 31,900 15,950 3,190 21,300 10,650 2,130 19,600 9,800 1,960

Ｄ11 〃　169,200円以上202,500円未満〃 33,800 16,900 3,380 22,600 11,300 2,260 19,600 9,800 1,960

Ｄ12 〃　202,500円以上235,800円未満〃 35,500 17,750 3,550 23,600 11,800 2,360 19,600 9,800 1,960

Ｄ13 〃　235,800円以上269,200円未満〃 37,300 18,650 3,730 24,700 12,350 2,470 19,600 9,800 1,960

Ｄ14 〃　269,200円以上302,400円未満〃 39,000 19,500 3,900 24,700 12,350 2,470 19,600 9,800 1,960

Ｄ15 〃　302,400円以上335,800円未満〃 40,600 20,300 4,060 24,700 12,350 2,470 19,600 9,800 1,960

Ｄ16 〃　335,800円以上369,200円未満〃 42,000 21,000 4,200 24,700 12,350 2,470 19,600 9,800 1,960

Ｄ17 〃　369,200円以上402,400円未満〃 43,700 21,850 4,370 24,700 12,350 2,470 19,600 9,800 1,960

Ｄ18 〃　402,400円以上569,200円未満〃 47,400 23,700 4,740 24,700 12,350 2,470 19,600 9,800 1,960

Ｄ19 〃　569,200円以上735,800円未満〃 53,400 26,700 5,340 24,700 12,350 2,470 19,600 9,800 1,960

Ｄ20 〃　735,800円以上902,400円未満〃 58,600 29,300 5,860 24,700 12,350 2,470 19,600 9,800 1,960

Ｄ21 〃　902,400円以上1,200,000円未満〃 62,800 31,400 6,280 24,700 12,350 2,470 19,600 9,800 1,960

Ｄ22 〃1,200,000円以上1,600,000円未満〃 65,000 32,500 6,500 26,900 13,450 2,690 21,800 10,900 2,180

Ｄ23 〃1,600,000円以上の世帯 68,000 34,000 6,800 29,900 14,950 2,990 24,800 12,400 2,480

※　この課税額を計算する場合には、配当控除・外国税額控除・住宅取得控除等特別控除の適用はありません。
※　同一世帯から2人以上の児童が当園もしくは他認可園も含めて入園する場合、第1子は年齢の高い児童（同じ年齢
　　の場合はそのうちの1人）となります。
※　年齢は4月1日現在の満年齢によります。

　単位：円

階層

 

500円
1,250円

（補食・夕食含む）

前
年
分
所
得
税

非
課
税
世
帯

Ａ
階
層
を
除
き
前
年
分
の
所
得
税
課
税
世
帯

階層に関わらず一律

延　長　夜　間　保　育　利　用　料　一　覧 (日額）

1時間以内 2時間30分以内

学　研　こ　ど　も　園　保　育　料　一　覧

第3子
以下

3歳児 4歳児以上

保　　育　　料　（月　額）

第2子

生　活　保　護　世　帯

世　帯　の　階　層　区　分 第1子 第2子

単位：円

第2子
第3子
以下

第3子
以下

第1子

3歳未満児

第1子

階層　　　　　　　　　　　　　　　　　区　分


